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Ⅰ　問題と目的

近年，保育者の労働環境の悪化が指摘されてい
る（垣内 2008）。保育者の労働環境については，
労働基準法改正により，1 週間あたりの労働時間
が 1981 年には 44 時間へ，1993 年には 40 時間へ
と短縮されるなど，一定の改善がなされていた。
しかし，1990 年代に入ってから，乳児保育の一
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保育園は現在，待機児童の解消や多様化する保育サービスへの対応が迫られる一方で，財政
上の理由から非正規雇用の保育者が増加している。また，そうした雇用環境の変化の中で，
近年，保育者の精神的健康やストレス反応の問題が注目されてきている。そこで，本研究で
は非正規雇用の増加にともなう雇用環境の変化に着目し，各園の非正規職員の比率と雇用形
態が保育者自身のストレス反応とどのように関連しているかについて検討することを目的と
した。全国からランダムに抽出された 121 園 2196 名の保育者からの回答を分析した。主な
結果として（1）因子分析の結果，保育者のストレス反応として「切迫・疲労感」「評価懸念」

「孤立感」の 3 因子が抽出された。（2）3 因子とも，正規職員のストレス反応は非常勤職員
やパート職員よりも高く，（3）さらに「切迫・疲労感」については，雇用形態と非正規率の
交互作用が見られた。単純主効果検定の結果，非正規率が 2 割を超える園での正規職員の切
迫・疲労感が 2 割未満園に勤める正規職員よりも高かった。また，園の非正規率別にみる
と，非正規率が 2 割未満の園では正規職員の切迫・疲労感はパート職員よりも高く，正規職
員と非常勤職員とは有意な差は見られなかったが，非正規率が 2 割を超える園ではパート職
員・非常勤職員より正規職員の切迫・疲労感が有意に高かった。最後に，これらの結果につ
いて保育の業務内容から考察し，非正規率を高めることに関して，保育の質の観点から議論
した。

【キーワード】パート・派遣等労働問題，雇用政策，女性労働問題
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般化，保育時間の長時間化，待機児童解消，さら
に家庭・地域の生活変容に伴う多様なニーズへの
対応や子育て支援としての機能等が求められるな
ど，保育所の多機能化が推進されることによっ
て，保育所の状況は 1990 年代以前と比較して大
きく変化してきている。例えば，乳児保育（3 歳
未満児保育）1）についてみてみると，3 歳未満の低
年齢児の受け入れ枠は，1995 年から実施された
緊急保育対策等 5 か年事業の計画開始前（平成 6
年）では 45.1 万人であったのが，計画最終年（平
成 11 年）には 56.4 万人と 25％増加している（厚
生省児童家庭局 2000）。また，近年では「原則 8
時間」とされる保育時間を超過する長時間保育を
受ける子どもたちが 5 割を超えていることや，保
育時間が 11 時間を超えている 0 歳児が 1 割強存
在し，低月齢入所児ほど在園時間も長いことが明
らかにされている（東京都社会福祉協議会 2005）。
こうした事実は，乳児の受け入れを増やしたもの
のそれに見合う施設拡張を伴わないことから保育
室の過密化をもたらしていること，それによって
基本的に個別対応である乳児保育において，様々
な不都合が生じていることを意味している。例え
ば，授乳や食事の準備・介助や排泄処理のための
保育者の往来が混雑したり，混雑を避けようと適
切とは言い難い時間や場所で介助等がなされた
り，過密な部屋で子ども同士がぶつかることが増
えたりするなど，いわゆる生活動線が混乱するよ
うになったこと，さらに，長時間保育となったこ
とによって，保育者のシフトや職員同士の連携，
業務状況の後任者への伝達なども複雑化したこと
などである。さらに，待機児童解消問題や地域の
子育て支援の機能を保育所が担うことになると
いった変化の中で，従来の「子どもの保育」に加
えて新たに「保護者に対する保育に関する指導」
も保育士の業務として法定化されるなど，保育者
の業務負担は増加・複雑化の一途をたどってお
り，保育者たちはゆとりを持って保育ができない
と感じ，疲弊しつつあることが指摘されている

（諏訪 2007）。
このような保育所の機能の多機能化や子育て支

援への対応が求められるようになった変化の下で
も安定した保育をすすめるには，それに応じた労

働環境の整備や制度改革が必要であるにもかかわ
らず，現今の保育所の多機能化や子育て支援策は
規制緩和政策によって進められているため，それ
に伴う保育者配置基準や保育のスペース等保育諸
条件の改善がされないままとなっていることが指
摘されている（杉山 2006）。

杉山（2006）によると，保育職における正規職
員の配置に関して，具体的には，8 時間保育体制
のまま正規職員を増やすことはせずに，短時間保
育者 2）を導入することで対処されてきたという。
それまで厚生労働省は，短時間保育者の導入につ
いては「児童福祉施設最低基準で規定されている
定数上の保育者の取り扱いについては，従来常勤
保育者を以て充てる」とし，短時間保育者は定数
上の保育者の 20％を限度とするとしていた。し
かし，2002 年には，条件付きながら「最低基準
上の定数の一部に短時間勤務（1 日 6 時間未満又は
月 20 日未満勤務）の保育者を充てても差し支えな
い」とし 3），実質的に 20％の限度枠を取り除い
た。これによって，短時間保育者の導入が拡大し
たというのである（杉山 2006）。

こうした短時間保育者数拡大の背景には，第一
に，2001 年にスタートした「待機児童ゼロ作戦
──最小のコストで最大のサービス」による「定
員の弾力化」政策，第二に，地方財政危機が挙げ
られる。まず，定員の弾力化は，保育者の雇用拡
大につながる一方で，保育所運営費の増加となり
国や自治体の財政負担を増やす結果となりかねな
い。しかし，待機児童ゼロ作戦の基本方針は，

「最小のコスト」で保育所入所待機児童を解消す
ることにあった。そのために国は，財政負担を抑
制しながら必要な保育者を確保する，つまり，短
時間保育者の拡大で対応できるように規制を緩和
したのだとされている（杉山 2006）。また，地方
財政危機とは，東京都など都市圏の一部を除いた
ほとんどの自治体が，いわゆる「バブル崩壊」以
後の長期にわたる税収の激減と高齢化により財政
危機に見舞われていることを指す。これら多くの
自治体では，職員数の抑制・削減や人件費抑制等
をすすめており，保育所についても同様，常勤者
の退職後の不補充や非常勤化による対応をとる自
治体がほとんどである（岡田 2007）。また，延長
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保育・夜間保育・一時保育の実施の場合も，非正
規雇用の保育者（以下，非正規職員と記す）で対応
する傾向が顕著であるという（杉山 2006）。

このような 2000 年代の保育制度改革は，公立
保育所の民営化と保育の市場化を両輪として進め
られており，そのいずれもが保育士の雇用を不安
定にすることが指摘されてきた（保育行財政研究
会 2002）。これらの制度改革に対して，垣内

（2006）は公立保育所の民営化の事例をもとに，
また，伊藤・林・小山（2004）は保育士の地位と
労働条件の観点から異議を唱え，保育職の専門性
という観点からも改善が必要であると論じてい
る。また，諏訪・村山・逆井（2008）は，労働環
境が悪化していく中で，「もっとゆとりをもって
保育にあたりたい」と思うことが「よくある」「と
きどきある」とする保育者が全体の 9 割を超えて
いること，「保育者などの正規職員の増員」を「と
ても必要」と思う保育者は保育園で 53％を占め
ていることを示し，園内で保育者同士がゆっくり
と話をしたり，研修に出たりして，その専門性を
高める条件さえ失われつつあることを示唆してい
る。

一方で，保育者の労働負担やストレス問題に関
連する研究を概観すると，保育者の労働問題は既
に 1950 年代から着目されており，さらに 1960 年
代から 1970 年代にかけて頸肩腕障害や腰痛など
保育者の職業病の多発が社会問題化していた。こ
れに呼応し，保育者の労働負担や健康を扱った研
究では，労働負担から派生する肩こり・腰痛・目
の疲れなどと一般疲労感の関連（越河・吉竹・飯
田 1978）や，労働条件と職場適応や身体的健康
状態との関連（桐原ほか 1994）が扱われるように
なっていた。しかし，近年では，上述のような労
働環境の変化の中で，身体の疲労・障害を扱った
ものから，心理的なストレス反応やバーンアウト
などの精神的疲労を主とした研究に移行してきて
いる（那須野 2006）。

たとえば，嶋崎・森（1995）によれば，仕事の
士気の低下，対人依存的な行動特性，「普通の働
き方ではとてもこなしきれないような仕事をして
いる」といったストレス性の高い職場環境などに
よる保育者の精神健康状態悪化への強い影響力が

認められている。また，田中（2002）は，保育者
の蓄積的疲労に焦点をあて，親への否定的感情は
疲労感に影響を与えていなかったが，保育者の多
忙感，子どもに対する否定的感情はストレス源と
なっていたと示唆している。小林ほか（2006）は，
職員間の情報共有の乏しさや，他職員との保育理
念の不一致，職場の上下関係の厳しさが，個人の
健康指標と関連していることを示している。保育
者の雇用形態の違いを要因に組み込んだ研究は多
くはないものの，Hisashige（1993）では，バーン
アウトにつながる情緒的消耗感は，園長・主任等
の管理職や非正規の保育者よりも常勤の保育者で
高く，またそれは職場での仕事量の激しさや保育
者同士の対人関係面での葛藤と関連していること
が示されているほか，先述の小林ほか（2006）に
おいても，主任以外の正規職員の方がアルバイト
よりも不健康であることが明らかとなっている。

以上のように，保育所の多機能化と保育者の多
忙化が進んできており，保育者のストレス反応や
バーンアウトに関する知見が重ねられてきている
現在，保育者雇用における非正規職員化が進む状
況に鑑み，保育者の負担の状況を明らかにするこ
とには意味があると考えられる。そこで，本研究
では，保育者の雇用環境として考えられるものの
中から保育者の雇用形態の違いと，その園での非
正規職員の比率（以下，非正規率と呼ぶ）に着目
する。雇用形態については，正規職員のほか，非
正規職員を勤務時間がほぼフルタイムの非常勤職
員と，週当たりの勤務日数も少なく，短時間勤務
であるパート職員に分けて，正規職員，非常勤職
員，パート職員の 3 水準で検討する。先にみたよ
うに，雇用形態によって保育者のストレス反応に
差が見られているが（Hisashige 1993；小林ほか
2006），それらの研究では非正規職員を一括して
検討していた。しかし，同じ非正規職員であって
も，非常勤職員は勤務時間が正規職員に近くほぼ
フルタイムであるのに対し，パート職員はそうで
はない。すなわち，非常勤職員とパート職員とを
区別することによって，保育者のストレス反応に
関連するのが非正規雇用という立場の問題である
のか，勤務時間の問題であるのかについても検討
可能となると考えられたため，上記の 3 つを設定
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することとした。また，上述のように保育園にお
ける非正規職員が増加していることから，そのこ
とが保育者自身にどのような影響を与えているの
かについて検討するため，各保育園における非正
規率も説明変数として取り上げることとする。

これらより本研究では，雇用環境としての園の
非正規率と，保育者自身の立場としての雇用形態
を独立変数とし，保育者のストレス反応との関連
を検討することを目的とする。

Ⅱ　方　　法

1　本研究の調査対象

本研究で扱うデータは，2 段階層化抽出法に準
じた手法により，全国の 150 保育園（延長保育・
子育て支援を行っている園），50 幼稚園，50 子育て
支援センターに調査協力を依頼し，それぞれの園

（センター）について園長（施設長）・保育者・園
児の母・父に調査用紙を配布し，園・センターご
とに回収されたものである。調査対象となる保育
所の抽出にあたっては，（1）人口規模① 50 万人
以上の自治体，②人口 10～20 万人の自治体，（2）
保育事業の類型（類型 1）延長保育・一時預かり・
子育て支援，（類型 2）延長保育・子育て支援，（3）
保育所の定員規模① 60 人以下，② 61～120 人，
③ 121 人以上の 3 つの要件を踏まえて層化を行
い，人口規模別の保育所総数に占める定員規模
別・類型別の比率を元にサンプル数を算出し，抽
出した。

調査用紙は，園長（施設長）用・保育者用・父
用・母用の 4 種類が作成された。この調査のう
ち，本研究では，上述の問題意識に基づいて保育
所のみを対象とし，保育者と園長（施設長）の回
答を扱うこととする（順に，保育者調査，園調査と
称する）。調査依頼を各園に行う際，各施設の職
員数（非正規職員を含む）が確認され，各園に必
要な部数の保育者調査票と園調査票（および各園
の家庭数分の父母調査票）が送付された。その後，
各園で回収された質問紙は郵送で回収された。今
回分析対象となった調査票に関しては，園調査の
発送数が 133 園，保育者調査が 3431 名分であり，

有効回収数は 121 園，2196 名であった（有効回収
率は園調査が 91.0％，保育者調査が 64.0％）。調査は
すべて無記名で行った。

2　本研究の分析手続きと項目内容

前述のとおり，本調査においては，保育者調査
と園調査を用いている。分析にあたっては，各保
育者のデータにその保育者が所属する園のデータ
を連結し，保育者の回答と所属園の状況とが対応
するようにした。本研究で扱う質問項目は以下の
とおりである。
保育者ストレス反応測定尺度：保育者ストレス

反応の測定項目作成にあたっては，いくつかの制
約があった。その一つは，多内容の調査であった
ために項目数を減らすこと，もう一つは，保護者
を対象とした調査との項目の統一のために，基本
的に母親のストレス反応に関する項目を用いたこ
とである。そのため，従来の保育者のストレスに
関する調査とは全体的に異なり，かつ項目数も少
なくなっている。項目は，母親のストレス反応に
関する調査（諏訪・戸田・堀内 1998）の項目を整理
し，代表的な項目に絞って，母親・父親・保育者
のすべてに使用可能な項目に厳選したものである。

以上の手続きから保育者調査においては 15 項
目が設定されていたが，さらに分析にあたり，

「食事やお菓子を与えたくなくなること」「園児を
たたきたくなること」の 2 項目をマルトリートメ
ント4）に関する項目であると判断し，これらを除
外した 13 項目を保育者ストレス反応の測定項目
とした。これらの項目を元に因子分析によって今
回測定するストレス反応の因子を明らかにし，検
討を行うこととする。各々の項目に対し，「よく
ある」（1 点），「ときどきある」（2 点），「あまりない」

（3 点），「全くない」（4 点）の 4 件法で尋ねた。こ
のように，得点が低いほどストレス反応が高いこ
とを示すよう作成されたが，結果の処理の段階で
得点を逆転しており，本研究においては得点が高
いほどストレス反応が高いことを示している。
年齢：保育者調査において，保育者自身の年齢

について 20 歳代から 40 歳代を「20 歳～24 歳」
から「45 歳～49 歳」まで 5 歳刻みで尋ねたもの
に「19 歳以下」と「50 歳以上」を加え，8 項目



日本労働研究雑誌 107

研究ノート　保育園における雇用環境と保育者のストレス反応

を設定した。寄せられた回答によると「19 歳以
下」は 1 名のみであったため欠損値として扱い，
さらに残った 7 項目を「20 歳代前半」「20 歳代後
半」「30 歳代」「40 歳代」「50 歳以上」の 5 つに
まとめた。20 歳代を前半と後半に分割した理由
は，各群のサンプル数に考慮したことと，20 歳
代前半は養成校卒業後数年しかたっていないこと
から，初期キャリア形成において重要な時期であ
るとともに，経験の少なさから保育実践力の欠如
がストレッサーとなりストレス反応が高くなるこ
とが示唆されていること（高橋・首藤 2007）が挙
げられる。
雇用形態：保育者調査において，各保育者の雇

用形態を「正規職員」「非正規で週 5 日以上，1
日平均 6 時間以上勤務する職員」「非正規で週 5
日以上，1 日平均 6 時間未満勤務する職員」「週 1
日～週 4 日のパート職員」「その他」の選択肢で
尋ねている。これら雇用形態の分類について，本
研究では，「正規職員」を正規職員，「非正規で週
5 日以上，1 日平均 6 時間以上勤務する職員」を非
常勤職員，それ以外をパート職員と再分類した。
非正規率：園調査において，各園・施設におけ

る職員数を保育者とその他の職員に分け，上述の
雇用形態ごとの実数を尋ねている。非正規率は，
これらの保育者人数に対する回答を基に，各園調
査における正規職員数を保育者人数（各形態別に
記入された保育者数の総和）で除して正規職員率を
算出し，それを 1 から引いたものを各園の職員の
非正規率とした。非正規率の「20％未満」「20％
以上 40％未満」「40％以上 60％未満」「60％以上」
で園を 4 群に分け，各群の園を，ここでは「2 割
未満園」「2～4 割園」「4～6 割園」「6 割以上園」
と呼ぶことにする。

3　調査時期

2003 年 11 月から 2004 年 2 月。

Ⅲ　結　　果

1　保育者ストレス反応の因子分析

保育者ストレス反応をみるための 13 項目で主

因子法による因子分析を行ったところ，4 因子が
抽出されたが，項目 11「『保育に携わることを通
して，自分が成長している』と思うこと」の共通
性の初期値が 0.5 と低く，またその項目のみが第
4 因子に負荷量を高くしていることが示されてい
たため，この項目を除外した 12 項目で再度，主
因子法による因子分析（プロマックス回転）を行っ
た。その結果，固有値は順に，4.46，1.36，1.18，.79
を示し，3 因子が抽出されたが，項目 5「自分自
身の保育について自信がなくなること」の負荷量
が第 1 因子で .42，第 2 因子で .44 と単純因子構
造をとらなかったため，再度この項目を除外し
11 項目を用いて同様の手法で因子分析を行った。
以上の手続きによって，表 1 のような因子構造が
得られた。

なお，初期固有値の高さや抽出された 3 因子の
間に中程度の相関がみられることから，11 項目
で 1 因子性を示していることが認められる。その
ことを確認するため，同じ 11 項目で 1 因子を想
定した因子分析（主成分法）を施したところ，1
因子で全体の 32.6％が説明され，各項目の因子負
荷量は .36～.73 の値をとった。これらの結果か
ら，今回用いた 11 項目全体で，保育者ストレス
反応を示すものであり，その下位概念として 3 つ
の因子が想定されることが示唆されているといえ
よう。各因子の項目は，第 1 因子は，「忙しく思
うような保育ができていない」「身体の疲れ」と
いった，追い立てられながら保育をしている感覚
や保育者自身の疲れ，落ち込みに関する項目がま
とまっていることから「切迫・疲労感」，第 2 因
子は「親の目が気になる」「同僚や上司の目が気
になる」といった他の大人の視線が気になる項目
であり「評価懸念」，第 3 因子は「相談できる人
が園にいない」「他の保育者に理解されずストレ
スを感じる」といった周囲からのサポートや理解
の無さを示す項目がまとまっており「孤立感」と
命名した。すなわち，これらの結果は，上記の
11 項目が保育者のストレス反応全体を示し，そ
の保育者のストレス反応は下位概念としての「切
迫・疲労感」「評価懸念」「孤立感」の 3 因子から
構成されていることを示唆している。

以上より，これら 3 因子を保育者ストレス反応
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の下位次元として，雇用形態や非正規率などの要
因ごとに比較を行うこととする。

2　雇用環境と保育者ストレス反応

雇用環境と保育者ストレス反応との関連を検討
するため，保育者ストレス反応 3 因子を従属変
数，雇用形態と所属する園の非正規率を独立変数
とし，保育者の年齢を共変量とした共分散分析を
行った。保育者の年齢を共変量としたのは，これ
までにも保育者のストレス反応や蓄積的疲労は，
保育者の年齢や経験年数と関連していること（田
中 2002；高橋・首藤 2007）が明らかになっている
ためである。

まず，切迫・疲労感を従属変数とした共分散分
析の結果では，雇用形態の主効果が有意であり

（F（2, 2040）＝ 99.75  p<.001），また雇用形態と非正
規率の交互作用が有意であった（F（6, 2040）＝ 2.75 
p<.05）。交互作用が見られたため，雇用形態と非

正規率についてそれぞれ単純主効果の検定を行っ
た。

非正規率の単純主効果については，雇用形態の
正規職員において有意であり，2 割未満園の保育
者のストレス反応が他の 3 群よりも低く，また 4～
6 割園は 6 割以上園よりも低かったが，非常勤職
員，パート職員では非正規率の違いによる有意差
は見られなかった。さらに，雇用形態の単純主効
果については，非正規率すべての水準で有意であ
り，2 割未満園では，パート職員よりも正規職員
が高く，2～4 割園では，正規職員，非常勤職員，
パート職員の順に切迫・疲労感が高く，4～6 割
園と 6 割以上園では正規職員の方が非常勤職員や
パート職員よりも切迫・疲労感が高いことが示さ
れていた（表 2）。

次に，評価懸念を従属変数とした共分散分析の
結果，雇用形態の主効果が有意であったが（F

（2, 2074）＝ 18.91  p<.001），非正規率の主効果と交

表 1　保育者のストレス反応の因子分析結果（主因子法，プロマックス回転後）
F1

切迫 ･ 疲労感
F2

評価懸念
F3

孤立感

日々忙しく，思うような保育ができていな
いと感じること

.91 −.10 −.03

もっとゆとりをもって保育にあたりたいと
感じること

.68 .09 −.09

保育をしていて，身体の疲れを感じること .61 −.01 .03

園児とかかわる時間が十分にとれなくて悩
むこと

.49 −.10 .11

園児に対してイライラすること .40 .21 −.02

園児のことであれこれ気にかかり，おちこ
むこと

.37 .24 .06

自分の保育について，親たちがどう見てい
るか気になること

−.02 .89 −.02

自分の保育について，同僚や上司がどうみ
ているか気になること

−.03 .79 .00

保育や園児のことで困ったり悩んだりした
時，相談できる人が園にいなくて困ること

−.08 −.08 .70

他の保育者と話し合いをした時，思いを理
解してもらえず，ストレスを感じること

.10 .00 .59

「誰も自分がしている実践の大変さを理解
してくれない」と思うこと

.06 .16 .54

因子間相関行列 F1 .54 .53

F2 .42

α係数 .78 .82 .67
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互作用は有意ではなかった。雇用形態の主効果に
ついて，多重比較（Bonferroni 法）を行った結果，
正規職員と非常勤職員，正規職員とパート職員の
間に有意な差が見られ，正規職員の評価懸念が非
常勤職員やパート職員よりも高いことが示されて
いた（表 3）。

最後に，孤立感を従属変数とした共分散分析の
結果，雇用形態の主効果が有意であったが（F

（2, 2049）＝ 34.11  p<.001），非正規率の主効果と交
互作用は有意ではなかった。雇用形態の主効果に
ついて，多重比較（Bonferroni 法）を行った結果，
正規職員と非常勤職員，正規職員とパート職員の
間に有意な差が見られ，正規職員の孤立感が非常
勤職員やパート職員よりも高いことが示されてい
た（表 4）。

表 2　雇用形態と非正規率による切迫・疲労感の平均値と SE（Standard Error）

非正規率

2 割未満園 2～4 割園 4～6 割園 6 割以上園 全体

正規職員 2.86（0.03） 3.03（0.02） 2.94（0.03） 3.09（0.05） 2.98（0.02）

非常勤職員 2.74（0.06） 2.77（0.04） 2.65（0.04） 2.71（0.05） 2.70（0.02）

パート職員 2.55（0.07） 2.46（0.05） 2.51（0.05） 2.48（0.05） 2.56（0.03）

全体 2.71（0.03） 2.76（0.02） 2.72（0.02） 2.78（0.03）

*p<.05　　**p<.01　　***p<.001
雇用形態の主効果　F（2, 2040）＝ 99.75***
交互作用　F（6, 2040）＝ 2.75*
 ・ 正規職員で 2 割未満園 < 2～4 割園・6 割以上園 ***，2 割未満園 < 4～6 割園 *， 

4～6 割園 < 6 割以上園 *
・2 割未満園でパート職員 < 正規職員 **
・2～4 割園でパート職員・非常勤職員 < 正規職員 ***，パート職員 < 非常勤職員 **
・4～6 割園と 6 割以上園でパート職員・非常勤職員 < 正規職員 ***

表 3　雇用形態と非正規率による評価懸念の平均値と SE（Standard Error）

非正規率

2 割未満園 2～4 割園 4～6 割園 6 割以上園 全体

正規職員 2.81 （0.04） 2.81 （0.03） 2.74 （0.04） 2.86 （0.06） 2.78（0.02）

非常勤職員 2.74 （0.08） 2.74 （0.06） 2.63 （0.05） 2.65 （0.07） 2.62（0.03）

パート職員 2.42 （0.10） 2.34 （0.07） 2.32 （0.07） 2.27 （0.07） 2.53（0.04）

全体 2.63（0.04） 2.66（0.03） 2.62（0.03） 2.68（0.04）

*** p<.001
雇用形態の主効果 F（2, 2074）＝ 18.91***
パート職員・非常勤職員 < 正規職員 ***

表 4　雇用形態と非正規率による孤立感の平均値と SE（Standard Error）

非正規率

2 割未満園 2～4 割園 4～6 割園 6 割以上園 全体

正規職員 2.14（0.03） 2.21（0.03） 2.09（0.03） 2.26（0.05） 2.18（0.02）

非常勤職員 1.93（0.06） 2.00（0.05） 1.94（0.04） 2.11（0.06） 2.00（0.03）

パート職員 2.00（0.08） 1.88（0.06） 1.89（0.06） 1.88（0.06） 1.89（0.03）

全体 2.02（0.04） 2.03（0.03） 1.97（0.03） 2.07（0.03）

*** p<.001
雇用形態の主効果 F（2, 2049）＝ 34.11***
パート職員・非常勤職員 < 正規職員 ***
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Ⅳ　考　　察

本研究では，近年の保育者を取り巻く雇用環境
の変動を踏まえ，保育者の雇用形態や園ごとの非
正規職員の比率に着目し，それらが，保育者のス
トレス反応とどのように関係するのかを検討し
た。以下に結果について考察をする。

1　保育者のストレス反応

これまでの保育者のストレス反応に関する研究
では，一般的疲労感と精神的疲労感（田中 2002），
精神健康度尺度（嶋崎・森 1995；西坂 2002），職
業性ストレス（重田 2007），さらにバーンアウト

（Hisashige 1993；小林ほか 2006）など，身体面，
精神面の双方が着目されてきた。その点，本調査
のストレス反応項目は母親のストレス反応研究を
基にしたものであり，また，全体の調査量との関
係から項目数も厳選されたものであることから
も，保育者のストレス反応について詳細に調べた
とは言いがたい。しかしながら，項目を網羅的か
つ実践的に設定したこと，さらに今回抽出された
切迫・疲労感，評価懸念，孤立感の 3 因子は相互
に相関が高く，全体として保育者のストレス反応
を示す尺度であるとも考えられることから，保育
者のストレス反応を見るひとつの指標としては妥
当であると思われる。中でも，切迫・疲労感につ
いては，「身体の疲れを感じる」「イライラする」
など，上述の尺度と重なる項目があることから
も，ストレス反応の一側面を測定しているものと
考えられる。また，保育という仕事は，基本的に
受動的・他律的であり多様な作業に長時間従事す
ることから，常に緊張と忙しさに追われること
や，多様で多面的なコミュニケーション活動も必
要であり，身体的負担や心理的なストレスがかか
るものであることも（越河 1992），今回の項目と
呼応していると考えられる。

2　雇用形態，園の非正規率による保育ストレス反
応の差違

ストレス反応 3 因子のいずれについても，雇用
形態の主効果は有意であり，中でも交互作用が有

意ではなかった評価懸念，孤立感については，正
規職員と非常勤職員・パート職員との間に有意な
差が見られており，Hisashige（1993）や小林ほか

（2006）と同様，非正規職員に比べて正規職員の
ストレス反応が高いことが確認された。さらに，
本研究において，非常勤職員とパート職員を分け
た理由は，ストレス反応の高さが非正規雇用とい
う立場の問題だけなのか，勤務時間の問題でもあ
るのかが検討可能となるためであった。評価懸念
と孤立感に関しては非常勤職員とパート職員との
間に有意な差が見られていないことから，この 2
つの因子に関しては，勤務時間の問題ではなく，
非正規職員という立場によって正規職員との間に
差が見られていると考えられる。

一方，「切迫・疲労感」においては交互作用が
有意であり，雇用形態と非正規率によって差が見
られていた。また，園の非正規率によっては非常
勤職員とパート職員との間にも有意な差が見られ
ていた。これらの結果から，勤務時間や非正規率
などとも関連しながら切迫・疲労感が他の 2 つの
因子とは異なる側面を示している可能性が示され
たといえる。重ねて，先述のように，これまでの
ストレス研究が扱ってきた身体的，精神的な側面
での指標にこの切迫・疲労感が対応することを踏
まえると，職場のサポートや人間関係がストレス
反応に関連するのみならず，雇用形態や非正規率
といった雇用環境に関する側面も保育者のストレ
ス反応に関連することを示唆するものといえよう。

3　切迫・疲労感にみられる園の非正規率と雇用形
態の交互作用

さらに，「切迫・疲労感」において見られた非
正規率と雇用形態の交互作用について考えてみた
い。まず，非常勤職員，パート職員には園の非正
規率によって切迫・疲労感に差はみられていな
かったが，正規職員は 2 割未満園の切迫・疲労感
が 2 割以上のいずれの園よりも低かった。この非
正規率の違いによって正規職員にのみ差がみられ
た結果は，園の非正規率が高くなることが正規職
員のストレス反応を高める可能性があることを示
唆しているのではないだろうか。保育という仕事
には，子どもにかかわること（直接処遇）のみな
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らず，保護者対応や管理業務も含まれる。また，
一日の保育時間が長時間化している現在では，長
時間保育園に滞在する子どもに対しては，複数の
保育者が保育時間を分担していることが一般的で
ある。そこでは，保育者同士の「連携」としての

「連絡調整」は極めて重要だが，短時間保育者が
増加している昨今では，それはより困難になって
きているのではないかと推察される。特に，その

「連絡調整」がうまく進んでいるかどうか監督す
る「管理業務」は正規職員に求められると考えら
れる。すなわち，非正規率の上昇にともない，数
少ない正規職員に管理業務が集中することによっ
て，正規職員の切迫・疲労感が高くなっているの
ではないかと推測されるのである。

しかし，そうした直線的な関係が想定されるの
であれば，正規職員における非正規率の単純主効
果において 2～4 割園と 4 割以上の園との間にも
有意差がみられるはずであるが，今回の結果では
そうなっていない。さらに，非正規率ごとの雇用
形態の比較において，2 割未満園においては，正
規職員とパート職員の間にのみ有意差が見られて
おり，非常勤職員はその中間であり，どちらの群
とも有意差は見られていないこと，そして，2～4
割園では正規職員，非常勤職員，パート職員の順
で 3 群間に差が生じているが，4～6 割園と 6 割
以上園では，非常勤職員とパート職員との間に差
が見られていなかったことについても，明確な説
明ができないように思われる。このことの理由に
ついては以下の 2 つが考えられるであろう。

第 1 に，「非正規率」の算出方法の問題である。
今回，非正規率の算出に当たっては，週 5 日以
上，1 日平均 6 時間以上勤務する非常勤職員と週
数日もしくは短時間のパート職員を一括してい
た。しかし，ほぼフルタイムに近い就労時間であ
る非常勤職員は，正規職員と同様の働き方を求め
られることもあるのではないかと考えられ，そう
した非常勤職員とパート職員とをまとめてしまっ
たことが問題として挙げられるであろう。このこ
とは，切迫・疲労感が 2～4 割園で非常勤職員と
パート職員の間で有意に差がみられていたが，4
割以上の園では見られていなかったこととも関連
するであろう。

第 2 に，「正規職員」のとらえ方の問題である。
今回の調査においては，雇用形態について尋ねる
際，非正規雇用の選択肢には，週あたりの勤務日
数や勤務時間を明示して尋ねていたが，正規職員
に関する選択肢は「正規職員」として，日数や勤
務時間を明示していなかった。このことは，正規
職員はフルタイム就労であることを前提としてい
たためであるが，その前提は，特に私立園等にお
いては，必ずしも成り立つものではないという声
も聞かれた 5）。実数としてそういったケースがど
の程度あるのかは定かではないが，今後の調査に
あたっての検討課題としても挙げられるものと考
えられる。

さらに，上述の問題とも関連するが，雇用形態
と園の非正規率を検討する際には，雇用形態と園
内での職務との関連や勤務時間という点にも留意
しなければならないことを指摘しておく。園内の
職務に関して，雇用形態の違いは，就労にかかる
安定─不安定にだけかかわるものではなく，日常
的な保育の実際に関して園内でどのような職務や
役割を担っているかの違いとしても現れるもので
ある6）。また，非正規率が高い園であれば，非常
勤職員がクラス担任を持つ機会も増えるであろ
う。一方，勤務時間に関しては，保育時間の長時
間化や一時保育，延長保育に対しては短時間保育
者の導入によって対処されていることからも（杉
山 2006），長時間にわたる一日の保育時間の中
で，雇用形態によっていつ勤務しているのかにつ
いても違いがあることが予想される。保育は子ど
もの一日の生活の流れの中に位置づくものであ
り，その流れの中で，保育者が負担に感じる時間
帯には偏りがあることも示されている（杉山ほ
か 2006）7）。こうしたことから，雇用形態の違い
や職員配置に関しても，一日の保育の流れの中で
偏りがみられる可能性が想定され，また園の非正
規率によっても異なることが考えられる。そし
て，その時々の園の状況の中に，Hisashige（1993）
や小林ほか（2006）で見られていたような職員同
士の連携や対人関係の問題が関連しつつ，保育者
の切迫・疲労感に関連していることが想定されよ
う。今後はそうした園の状況といった点を含めな
がら，検討を重ねる必要があるものと思われる。
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しかしながら今回，正規職員についてのみ，非
正規率が 2 割未満の園とそれ以上の園において切
迫・疲労感に有意な差がみられたことは，意義の
ある結果であったといえよう。厚生労働省は，か
つて，「子どもと保育者の関わりの重要性」と「保
護者との連携を十分に図るため」で，かつ「子ど
もを長時間にわたって保育」することから常勤の
保育者を確保することが原則であり，望ましいと
して，非正規職員は最低基準上の保育者定数の
20％以内としていた 8）。今回の結果は，こうした
かつての方針に実証的なデータで裏づけを与えた
といえるだろう。

このように本研究では，園の非正規率が一定以
上高いと，正規職員の切迫・疲労感が高いことが
示唆されたが，これは園での組織体制や正規職員
の業務内容が非正規率の影響を受け，正規職員の
経験ではカバーできない事態を生んでいることを
反映している可能性がある。雇用形態にのみ着目
し，パート職員が正規職員に比してストレス反応
が低いという知見にのみ基づくと，パート職員を
増員すればよいという提案もなされ得ると思われ
るが，今回の結果は，そうした提案に対して，園
全体の雇用環境から検討する余地があることを示
唆するものであろう。非正規職員や短時間パート
職員を増員することで，増大する保育ニーズに対
処しようとしている現状では，保育の質を低下さ
せている可能性とともに，保育者のストレス反応
を危機的なレベルに向かわせている可能性も指摘
される。今後，あらためて園運営ということにつ
いて組織論的な観点から検討を進める必要がある
といえるであろう。

4　今後の課題

「保育労働はコミュニケーションに根ざしてい
る」との指摘（二宮 2006）にも見られるように，
保育職は，広範囲にわたる専門知識や子どもを抱
くなどの重労働を要するとともに「相手の感情に
よりそって仕事をする」対人援助職や「高度な感
情のコントロールが要求される」感情労働という
特徴をも併せ持っており，看護師等と同じく
ヒューマンサービスの一つとして考えられる側面
がある（田尾・久保 1996）。現在，そうした観点

から，バーンアウトなどの概念を用いた研究が見
られるようになってきている。今後，そうした観
点も含め，保育者のストレス研究を重ねていく必
要があるものと考えられる。

また，これまでの保育者のストレス反応やバー
ンアウトに関する研究においては，職場での対人
関係が，ストレス反応やバーンアウトをときに促
進したり，あるいは防御したりする要因として挙
げられている。例えば，園内に情緒的支援者がい
ることや，自身の円滑な対人関係能力への自信感
は，精神健康状態の悪化を防ぐ背景として有効で
あることや（嶋崎・森 1995），一般的疲労感では
個人生活のサポートが，精神的疲労感では仕事や
個人生活のサポートが軽減する方向で関連してい
ること（田中 2002），さらには，仕事の将来性へ
の期待の乏しさと情緒的消耗感，脱人格化との関
連，および，他職員との保育理念の不一致と脱人
格化との関連は，友人サポートの影響下で弱く
なっていること（小林ほか 2006）が示されている。
今回検討を試みた非正規率についてこれらの知見
とともに考え合わせると，非正規率そのものが保
育者のストレス反応を直接的に規定するのではな
く，非正規率によって園での組織体制や職員の業
務内容が変質し，それによって雇用形態ごとにス
トレス反応が異なる結果が生じているものと考え
られよう。その意味では，他の関連要因とあわせ
て非正規率を検討することが求められると思われ
る。また，今回は雇用形態と非正規率という各園
の雇用環境についてのみ扱ったが，保育という営
みが地域に根差したものである限り，その園がど
のような地域で保育を行っているのかについても
検討する余地があるであろう。具体的には，その
園が所在する市町村の人口規模や経済状況，在園
児数などの園の規模に関する要因や公立か私立か
といった設置主体などである。設置主体について
は，仕事の上で「イライラすることがある」とす
る回答が公立保育所よりも民間の保育所の方が高
いことも報告されており（杉山（奥野）・寺川・神
谷 2009），その背後にある園組織のあり方や職場
環境について検討を重ねていく必要があるのでは
ないかと思われる。
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1）　児童福祉法において乳児は「満 1 歳に満たない者」として
定義されており，乳児保育とは厳密には 0 歳児を対象とした
保育を意味することになるが，児童福祉法制定以前の昭和初
期には 0，1，2 歳児保育を総称して「乳児保育」としていた
習慣があり（永田 2000），また，3 歳未満児保育の子どもの
発達の特性を踏まえると，1，2 歳児に対しても 0 歳児に近い
個別の対応が望まれることから，「乳児保育」は広義として

「3 歳未満児保育」を指すことが多い。
2）　ここで言う「短時間保育者」は，後述の厚生省児童家庭局

通知（注 3）参照）における，「1 日 6 時間未満又は月 20 日未
満勤務」を意味するものであり，本研究においては「パート

職員」に分類される。
3）　厚生省児童家庭局通知，「保育所における短時間勤務の保

育士の導入について」（平成 10 年 2 月 18 日）児発第八五号に
よる。

4）　「マルトリートメント」（maltreatment）とは，大人の子ど
もに対する不適切な関わりを意味しており，「虐待」より広い
概念として用いられている（厚生労働省 2007）。

5）　私立保育園園長とのパーソナルコミュニケーションによ
る。

6）　実際に，雇用形態ごとの園内での役割について見てみると
（付表 1），3 歳以上クラスの担任には正規職員が多く，最低
基準により多くの職員配置が求められる 3 歳未満児クラスの
担任には非常勤職員が多く，クラス担任を持たないフリー保
育者はパート職員が多いことが見て取れる。こうしたことは
園の非正規率の問題とは別途語られるべき問題ではあるが，
今後の検討課題として指摘しておきたい。

7）　杉山ほか（2006）によると，「一日の中で最も負担に感じる
時間」について夕方 4 時以降を挙げているのは，3 歳未満児
クラス担当保育者で 44.7％，3 歳以上児クラス担当保育者で
47.1％であった。

8）　前掲注 3）。
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